
医療機関を廃止した際に必要となる届出についてです。あくまで、保健所関係分ですので、他に届出が必要な場合があることにご留意ください。

手続名 概要 添付書類 提出期日 提出先

○医療法関係

診療所廃止届 診療所を廃止した場合に必要です。 許可指令書（法人開設） 廃止後10日以内 釧路保健所地域医療薬務係

開設届出済証（個人開設）

エックス線装置廃止届
エックス線装置を備え津得ている場合、診療所の廃止に伴

い、届出が必要です。
廃止後10日以内 〃

○麻薬関係

麻薬管理者業務廃止届
麻薬管理者は必ず必要です。麻薬施用者は麻薬取扱業務を

やめる場合に必要です。
麻薬取扱者免許証 廃止後14日以内 釧路保健所地域医療薬務係

所有麻薬届
麻薬管理者又は麻薬施用者免許証を取得している場合、麻

薬の在庫がなくても提出が必要です。
廃止後14日以内 〃

麻薬譲渡届 麻薬の在庫があり、他施設に譲渡する場合に必要です。 受領証の写し
廃止後50日以内に譲渡し、譲渡後14日以内に提

出
〃

麻薬廃棄届 麻薬在庫があり、廃棄する場合に必要です。 事前届出。保健所職員の立ち会いの下廃棄 〃

○医療法人関係

医療法人解散申請

医療機関を廃止することで、開設している医療機関が０に

なる場合に必要です。

8月と２月に道で行う審議会により認可されます。

解散理由書 廃止後随時提出 釧路保健所地域医療薬務係

法人を譲渡する場合等あればご相談ください。
残余財産の処分方法を記載

した書類

財産目録

社員総会議事録

診療所廃止届写し

登記届 解散認可後、登記が必要です。登記後届出が必要です。 登記事項証明書 登記後３週間以内 釧路保健所地域医療薬務係

○難病関係

指定難病医療機関辞退届 指定難病指定医療機関を廃止する場合に必要です。 廃止後随時提出 釧路保健所保健係

小児慢性疾患医療機関辞退届 小児慢性疾患指定医療機関を廃止する場合に必要です。 〃 〃

特定疾患治療研究事業委託契約解除届

先天性血液凝固因子障害等治療研究業務委託契

約解約届
先天性血液凝固因子医療機関を廃止する場合に必要です。 〃 〃

ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者

対策医療給付事業協定解除届
肝炎・橋本病協定医療機関を廃止する場合に必要です。 〃 〃

結核指定医療機関廃止届 結核指定医療機関を廃止する場合に必要です。 〃 〃

○精神関係

自立支援医療指定医療機関廃止届（育成医療） 自立支援医療指定医療機関を廃止する場合に必要です。
釧路総合振興局社会福祉課

0154-43-9251

自立支援医療指定医療機関廃止届（精神通院） 自立支援医療指定医療機関を廃止する場合に必要です。 廃止後随時提出 釧路保健所保健係

○診療報酬関係

保険医療機関廃止届 医療機関を廃止する場合に連動して必要です。
北海道厚生局医療課

011-796-5105

○生活保護関係

生活保護指定医療機関廃止届 医療機関を廃止する場合に連動して必要です。
釧路市役所社会援護課（所在地が釧路

市）0154-32-4542

釧路総合振興局社会福祉課（所在地が

釧路市以外）0154-43-9251

医療機関を廃止するときの手続き

※お問い合わせは提出先にお願いします。

※お問い合わせは提出先にお願いします。

※お問い合わせは提出先にお願いします。

※お問い合わせは提出先にお願いします。


